
大型免許

１８歳以上 ２０歳以上 ２１歳以上

普通免許等保有３年

　車両総重量

普通自動車 準中型自動車 中型自動車 大型自動車

普通免許等保有２年

１８歳から取得可能な免許として準中型免許を新設

　車両総重量

普通自動車 中型自動車 大型自動車

現在の普通免許と中型免許の間に準中型免許を新設

車両総重量３．５トン以上から７．５トン未満の車両を運転できる準中型免許を新設さ

れます。それに伴い普通免許で運転できる車両が車両総重量５トン未満から３．５トン

未満に変更されますが、法改正以前に普通免許を取得している人は法改正後に準中型免

許の準中型車は５トン限定となり、車両総重量５トン未満の車両は運転できます。

普通免許 中型免許

普通免許 準中型免許 中型免許 大型免許

２０歳以上１８歳以上１８歳以上 ２１歳以上

普通免許等保有２年 普通免許等保有３年

５トン １１トン 

３．５トン ７．５トン 

改正の概要 

改正道路交通法が施行されます（準中型免許新設） 

１１トン 

平成２９年３月１２日施行 

現行の免許制度 

平成２９年３月１２日以降の新免許制度 



火土 日

　平成２９年春に就職する高校生が準中型免許を取得するには、
　①　法が施行される３月１0日（金）までに普通免許を取得します。
　
　②　３月１０日までに取得した普通免許は、法の施行後は準中型免許（準中型車は
　　５トンに限る）に移行します。

　③　この５トンに限るの限定解除を法施行後に行うことで準中型免許が取得できます。
　　※　法の施行後に自動車教習所に入所して準中型免許を取得していては、就職に間に
　　　　　合わない。）

　①　法施行前（平成２９年３月１１日以前）までに普通免許を取得した場合は
　　　法施行後は準中型免許の準中型車は５トン限定となり、現行の普通免許と同じ
　　車両総重量５トン未満の自動車を運転できます。

　②　法施行後（平成２９年３月１２日以降）に普通免許を取得した場合は
　　　運転できる自動車は車両総重量３．５トン未満となり、現行の普通免許より小
　　さくなります。

13 14

月

9

火

10 11 12

金

法施行日 
平成２９年３月１２日 

 限定 

解除 

準中型免許 

（準中型車は５トンに限る） 
準中型免許取得 普通免許取得 

就職 

平成２９年春に就職する高校生が準中型免許を取得するには 

法施行前と施行後の普通免許 

普通免許で運転可能な車両の範囲が縮小されます 

車両総重量５トン未満の車両 
（最大積載量３トン） 

車両総重量３．５トン未満の車両 

（最大積載量２トン） 

普通免許 

取得 

普通免許 

取得 

土日は試験を実施していないので、法施行前の取得は３月１０日（金）が最後の日となります。 
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